
公  募  

 

 下 記 の 業 務 を 行 う 者 を 公 募 し ま す 。 応 募 さ れ る 方 は 、 公 募 説 明 資 料 の

応 募 要 領 に 基 づ き 応 募 し て く だ さ い 。  

 な お 、 本 入 札 に 係 る 契 約 締 結 の 条 件 は 、 令 和 ８ 年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を

含 む 。 ） が 成 立 し 、 予 算 示 達 が な さ れ た 場 合 と し ま す 。  

 

記  

 

１  業 務 の 内 容  

（１）件  名  

下 越 森 林 管 理 署 庁 舎 等 電 気 供 給 業 務 （ 単 価 ）  

（２）業 務 内 容  

下 越 森 林 管 理 署 庁 舎 及 び 敷 地 内 施 設 等 で 使 用 す る 電 気 の 供 給 業 務 。

契 約 内 容 等 の 詳 細 に つ い て は 公 募 説 明 資 料 を ご 覧 く だ さ い 。  

（ ５  公 募 説 明 資 料 か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。 ）  

（ ３ ） 履 行 期 間  令 和 ８ 年 ４ 月 の 計 量 日 か ら 令 和 ９ 年 ４ 月 の 計 量 日 前 日

ま で  

（ ４ ） 需 要 場 所  新 潟 県 新 発 田 市 大 手 町 ４ 丁 目 ４ -15 

下 越 森 林 管 理 署  

 

２  応 募 資 格  

（ １ ） 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70 条 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 契 約 締 結 の た め

に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該

当 す る 。  

 （ ２ ） 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と ｡ 

 （ ３ ） 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 農 林 水 産 省 競 争 参 加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ）

に お い て 「 物 品 の 販 売 」 に 登 録 さ れ 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争 参 加

資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と ｡ 

（４）電 気 事 業 法 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 小 売 電 気 事 業 の 登 録 を 受 け

て い る こ と 。  

（ ５ ） 契 約 担 当 官 等 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 購 入 契 約 及 び 役 務 等 契

約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い

こ と ｡  

 

３  公 募 説 明 資 料 を 交 付 す る 場 所 及 び 日 時  

（ １ ） 場 所   〒 957-0052 

        新 潟 県 新 発 田 市 大 手 町 ４ 丁 目 ４ -15 

        下 越 森 林 管 理 署  総 務 グ ル ー プ  電 話 0254-22-4146 

（ 公 募 説 明 資 料 は ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が で き ま す 。 ）  

（ ２ ） 日 時  令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 19 日 の 午 前 ９ 時 00 分

か ら 午 後 ５ 時 00 分 ま で （ 午 後 ０ 時 か ら 午 後 １ 時 を 除 く 。 ）  

（ た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 63 年 法 律 第



91 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と

い う 。 ） を 除 く 。 ）  

  

４  応 募 期 限 及 び 応 募 先  

（１）応 募 期 限  令 和 ８ 年 ２ 月 20 日  午 後 ３ 時 00 分  

（２）応 募 先   上 記 ３ （ １ ） と 同 じ  

 

５  公 募 説 明 資 料  

（ １ ） 応 募 要 領  

（ ２ ） 契 約 書 （ 案 ）  

（ ３ ） 仕 様 書 ・ 別 紙  

（ ４ ） 参 考 資 料 （ 直 近 １ 年 間 の 契 約 状 況 と 電 力 使 用 実 績 ）  

※ 下 越 森 林 管 理 署 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

URL: 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/kik

aku_kaetu.html 

 

６  そ の 他  

（ １ ） 本 件 公 募 の 結 果 、 上 記 ２ の 応 募 資 格 を 満 た す 者 か ら の 応 募 が あ っ

た 場 合 、 当 該 応 募 者 よ り 見 積 書 の 提 出 を 依 頼 し 、 予 定 価 格 の 範 囲 内

で よ り 安 価 な 見 積 を し た 者 と 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

（ ２ ） 本 入 札 に 係 る 契 約 締 結 日 は 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 ､履 行 期 間 の 開 始 は

令 和 ８ 年 ４ 月 の 計 量 日 か ら と す る ｡た だ し ､令 和 ８ 年 度 予 算 (暫 定 予

算 を 含 む 。 )が 成 立 し な か っ た 場 合 に は ､契 約 締 結 日 は そ の 予 算 成 立

日 と す る ｡ 

ま た ､暫 定 予 算 と な っ た 場 合 に は ､予 算 措 置 が 全 額 計 上 さ れ て い る

と き は 全 期 間 に 渡 っ て 全 額 で の 契 約 と す る が ､部 分 的 な 予 算 措 置 と

な っ た と き は 全 体 の 契 約 期 間 に 対 す る 暫 定 予 算 の 期 間 分 の み の 契 約

と す る ｡ 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日  

 

                   分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官  

                     下 越 森 林 管 理 署 長  山 本  満 久  

 

お 知 ら せ  

  農 林 水 産 省 の 発 注 事 務 に 関 す る 綱 紀 保 持 を 目 的 と し て 、 農 林 水 産

省 綱 紀 保 持 規 程 （ 平 成 19 年 農 林 水 産 省 訓 令 第 22 号 ） が 制 定 さ れ ま

し た 。 こ の 規 程 に 基 づ き 、 第 三 者 か ら 不 当 な 働 き か け を 受 け た 場 合

は 、 そ の 事 実 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る な ど の 綱 紀 保 持 対 策 を 実 施

し て い ま す 。  

 詳 し く は 、 当 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 発 注 者 綱 紀 保 持 対 策 に 関 す る 情 報

等 」 を ご 覧 く だ さ い 。  
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